
平成29年度一般会計等財務書類4表を公表します 
　笠松町一般会計等財務書類4表について、すべての地方公共団体に適用される総務省の「統一
的な基準」に基づき作成しましたので公表します。 
　一般会計等財務書類4表とは、町の普通会計の資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明ら
かにするものです。 

今後の水道料金と下水道使用料のあり方について 

　水道事業や下水道事業における公営企業を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、今後は、人
口減少に伴う料金や使用料収入の減少、高度経済成長期に設置した施設の老朽化対策に伴う費
用の増加などが見込まれます。将来にわたって安定的にサービスを提供するには、効率的・安定的な
事業を行い、経営の基盤強化に一層努める必要があります。 
　このような状況を踏まえて、町の今後の水道事業と下水道事業の健全な経営を図るため「水道料
金及び下水道使用料改定の適否を含めた水道料金及び下水道使用料のあり方について」審議を
いただくよう、平成30年10月29日に笠松町上下水道事業経営審議会へ意見を求めました。 

資産の部 
1. 有形固定資産 
 （公共資産） 
2. 投資など 
 　基金（特目）など 
 　出資金・その他 
3. 流動資産 
 　預金 
 　基金など 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
10,287,911 

 
710,933 
584,306 
126,627 
1,275,706 
452,552 
675,674 
147,480 

12,274,550

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
支払利息など 
社会保障給付、補助金など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2. 流動負債 
 　（来年度の負担） 
負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
 
負債・純資産合計 

 
7,160,474 

 
624,163 

 
7,784,637 

 
4,489,913 

 
 

12,274,550

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. その他のコスト 
4. 移転支出的なコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料、事業収益など 

純経常行政コスト 
臨時損失など 
臨時利益など 

純行政コスト 

 
882,222 
1,539,681 
258,661 
3,301,086 
5,981,650 

 
146,697 
5,834,953 

0 
0 

5,834,953

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
資産評価差額による変動など 

期首純資産残高 
純行政コスト 
税収等 
国県等補助金 
その他 

期末純資産残高 

3,606,093 
△5,834,953 
4,609,222 
1,450,692 
658,859 
4,489,913

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共施設整備費など 
（収入）地方債発行収入など（支出）地方債償還費など 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1. 業務活動収支 
2. 投資活動収支 
3. 財務活動収支 

 
本年度末歳計外現金残高 
本年度末現金預金残高 

433,086 
158,495 

△618,286 
422,478 
△37,313 
56,779 
452,552

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左側の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　業務活動収支、投
資活動収支、投資・財
務活動収支に分けて
表わしています。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成30年3月31日現在 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

自 平成29年4月 1日 
至 平成30年3月31日 

※財務書類4表（一般会計等・全体会計・連結会計）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行政コスト計算書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 

町内会連合会総会　自主防災会協議会総会　開催 
　平成30年度町内会連合会・自主防災会協議会総会が3月28日に笠松町役場で行われ、両会の
平成31年度予算と事業計画が承認されました。 
　また、長年にわたって町内会長を務められ、町内会組織の発展などに尽くされた方に広江町長か
ら表彰状と記念品が贈られました。 
　総会終了後には、広江町長から平成31年度の予算や重要施策の説明がありました。 
　表彰された方は次のとおりです。　（敬称略） 
【5年表彰】 
　　鐡田 孝之（港町） 
　　森 多紀夫（北及第1） 
　　福井 　充（北門間） 
　　松原 安雄（南栄町） 

水道事業と下水道事業を取り巻く状況 

　笠松町上下水道事業経営審議会は、受益者の方や学識経験を有する方などで構成され、平成
30年10月より3回にわたって慎重な審議が行われ、平成31年2月4日には審議会会長より広江町長に
審議結果が提出されました。 

笠松町上下水道事業経営審議会 

　下水道使用料の改定率と改定時期は、条例改正に伴う町議会の議決が必要となりますので、
審議結果を尊重しつつ町議会と協議をしていきます。 

今後のスケジュール 

〈水道料金のあり方〉 
・令和3年度までの当面3年間は改定を行わない。 

〈下水道使用料のあり方〉 
・今回の審議結果に基づく使用料算定期間は平成31年度から令和3年度までの3年間とした
うえで、下水道事業に対して国の基準に基づかない一般会計からの繰入金が0となるよう、使
用料の30%改定（値上げ）を妥当とする。 
・消費税率の改定は令和元年10月の見込みであるが、その時期にかかわらず可能な限り早期
に下水道使用料の改定を行うことが適当である。 

主な審議結果 

町内会連合会総会の様子 

令和元年5月1日　第1104号 令和元年5月1日　第1104号 


